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屋外広告物は
原則許可が必要です
　屋外広告物を掲出するときは、景観
に配慮し、公衆への危害を防止するた
め、原則許可が必要です。許可手続き
な ど 詳 し く は、ま ち な み 企 画 課（☎
537-5968）へ。

市民税・県民税の申告は
お済みですか
　8年度（7年1月～12月分）の市民税・
県民税の申告をしていないと、適正な
課税ができないだけでなく、所得・課税
証明書の発行や行政サービスなどに支
障をきたします。早めの申告をお願い
します。申告書は、市民税課（第2庁舎3
階）、各支所、市▪HPに用意しています。
▪問市民税課（☎537-5730）

空き家相談会
▪時5月17日㈰　午前10時～午後1時　

※予約不要　受け付けは午後0時30
分まで
▪場坂ノ市公民館　研修室2・3
▪内空き家の管理、売買・賃貸、リフォー

ム、相続、解体などの相談
▪問住宅課（☎585-6012）

無料

交通事故の原因に！
道路にはみ出した庭木の
剪
せん

定
てい

をお願いします
　庭の樹木が道路にはみ出すと通行の
妨げとなり、交通事故の原因になりか
ねません。早めの剪定をお願いします。
▪問土木管理課（☎537-5630）

害虫にお困りの場合は
◎スズメバチの巣の駆除
　市の指定業者に依頼したときは、駆
除費用の一部を補助します。
▪対個人または自治会（法人は対象外）
▪他・▪問補助額など詳しくは、環境保全課
（☎537-5762）へ。

◎蚊・ハエの異常発生
　公共の場所（道路の側溝や水路など）
に蚊やハエが異常発生したときは環境
保全課へ。　※私有地は個人の責任で
対応してください。
▪問環境保全課（本庁舎4階　☎537-

5762）

県外から大分市への
移住費用を助成します
▪対県外から大分市への移住者（職務上

や進学による転入などは除く）
　対象事由：住宅の取得、市住み替え情

報バンクに登録している賃貸住宅へ
の入居　※移住から1年未満の人を
含む。「おおいたジョブナビ」に掲載
されている企業に就職した場合など
は、上記以外の住宅も対象になる場
合があります。
▪内給付額：20万円（子育て・若年者世帯

は30万円）
▪他・▪問要事前相談。詳しくは、住宅課（本

庁舎6階　☎585-5072）へ。

禁煙で、
自分も周りも健康に！
5月31日は世界禁煙デー
　5月29日㈮午前7時45分～8時45分
に、JR 大分駅前広場（上野の森口広場・
府内中央口広場）で啓発キャンペーン
を行います。また、受動喫煙防止の啓
発活動として5月27日㈬～6月7日㈰の
間、大分城址公園の櫓

やぐら

をイエローグリー
ンにライトアップします。
▪問保健所健康課（☎536-2517）

バスとの乗り継ぎに便利！バスとの乗り継ぎに便利！

　「自宅近くにバス停がない」「最寄りのバス停では利用で
きる時間帯のバスがない」という人に便利な制度です。自
転車をバス停付近の専用駐輪場に駐車し、バスを利用する
ことができます。

サイクルアンドバスライドサイクルアンドバスライド

ちょっとした利用から定期的な利用までちょっとした利用から定期的な利用まで
使い方いろいろ使い方いろいろ

▪料１回会員：99円/10分（延長10分毎99円）
　 月額会員：2,200円（30分までは無料・延長10分毎99円）

ほかにも3時間・6時間・12時間パスなどもあります。

市内約90カ所のサイクルポートで、24時間いつでも電動アシスト
自転車の貸出・返却ができます。

おおいたサイクルシェアおおいたサイクルシェア 知って 守ろう 自転車ルール知って 守ろう 自転車ルール

1. 車道が原則、左側を通行
 歩道は例外、歩行者を優先
2. 交差点では信号と一時停止を

守って、安全確認
3. 夜間はライトを点灯
4. 飲酒運転は禁止
5. ヘルメットを着用

自転車安全利用五則

風を切ってスイスイ♪風を切ってスイスイ♪
ルール・マナーを守ってルール・マナーを守って快適自転車ライフ！快適自転車ライフ！

問　都市交通対策課　☎537-5690
5月は自転車月間です。健康にも環境にも良い、便利で快適な自転車に乗ってみませんか。

４月から
料金が変わりました
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軽自動車税
納税通知書を発送します
【納期限：6月1日㈪】

　5月中旬までに発送予定です。
　心身に障がいのある人は、障がいの
程度や車の使用状況などにより、軽自
動車税の減免を受けられる場合があり
ます。納税通知書が届いてから6月1日
㈪までに税制課（第2庁舎3階）または、
東部・西部資産税事務所、各支所、本神
崎・一尺屋連絡所で申請が必要です。
▪問税制課（☎537-7314）

給与支払者へ特別徴収税額の
決定通知書を送付します
　給与所得者のうち、市民税・県民税・
森林環境税を特別徴収（給与天引き）さ
れる人の8年度「給与所得等に係る市
民税・県民税・森林環境税特別徴収税額
の決定通知書」を、特別徴収義務者（給
与支払者）へ5月18日㈪に発送します。
▪問市民税課（☎537-5731）

特別障害者手当などを
5月8日㈮に振り込みます
　5月期分の特別障害者手当、障害児
福祉手当、福祉手当（経過措置分）を受
給者の指定口座に振り込みます。該当
者で振り込みのない人はご連絡くださ
い。
▪問障害福祉課（☎537-5786）

中学生の皆さん！
コンサートを
企画してみませんか？
　市内各地で開催し、大好
評の「どこでもコンサート」。
今回は、コンサートの出演
者や開催場所など、企画や演出を一緒
に考えてくれる中学生を募集します。
▪定市内居住または通学の中学生5人程

度　※多数時は抽選
▪申期限：6月12日㈮ 
▪他主な活動日：7月、8月、10月、11月の

全4回（土・日曜日、祝日）
▪問文化振興課（☎537-5663）　

送付と振込

募　集

市営住宅などの入居者募集
　募集案内をご覧の上、郵送（一部オン
ライン申請可）でお申込みください。
①住宅課（本庁舎6階　☎537-5977）
◎市営住宅〈5月1日㈮から先着順〉

〈野津原〉小屋鶴H27…1戸（単身可）
②第2大分市営住宅管理センター受付
　（本庁舎地下1階　☎536-2555）
◎市営住宅

〈大分〉大石町55…1戸、下郡H6…1戸、
中の瀬Ｈ10…1戸（単身可）

〈鶴崎〉下徳丸H7…1戸
〈稙田〉大園63…1戸（単身可）
〈大南〉川床H4…1戸
〈坂ノ市〉日吉原H9…1戸
〈佐賀関〉馬場H2…1戸（単身可）

◎従前居住者用賃貸住宅（中堅所得者
も申込み可）

〈大分〉第2駅南住宅ふれあいのもり
H13…1戸

◎市営住宅〈5月1日㈮から先着順〉
〈鶴崎〉寺畑55…1戸

◎市営住宅（受付中・先着順）
〈大分〉新川町49…1戸（母子世帯向）
〈佐賀関〉秋の江第二57…1戸（単身可）

◎特定公共賃貸住宅（中堅所得者用賃
貸住宅）〈受付中・先着順〉

〈大分〉ベルビュ賀来…26戸
〈佐賀関〉古宮団地…1戸
〈野津原〉リバーサイド新界…5戸
③市営住宅管理センター受付
　（城崎町一丁目2-3　☎533-1674）
◎市営住宅

〈大分〉大空57…1戸、裏川53…1戸、東
明野H1…1戸

〈鶴崎〉小池原49…1戸（単身可）、小池原
50…1戸（単身可）、明治北57…1戸

（単身可）、明治北59…1戸（単身可）
〈稙 田〉敷 戸 48 … 1 戸（単 身 可）、敷 戸

H19（新棟）…1戸、寒田51…1戸（単
身可）、小原58…1戸（単身可）、敷戸
南H29…1戸（単身可）

◎市営住宅〈5月1日㈮から先着順〉
〈大分〉庄の原H7…1戸

◎市営住宅（受付中・先着順）
〈稙田〉小原53…1戸（身障世帯向）
▪時・▪場募集：5月1日㈮～12日㈫
　抽選：
　②5月19日㈫　午前9時30分～
　アートプラザ　研修室
　③5月19日㈫　午後1時30分～
　県住宅供給公社5階　会議室
▪問住宅課（☎537-5977）

姉妹都市オースティン市の
青少年を受け入れる
ホストファミリーを募集します
▪時実施期間：7月12日㈰～19日㈰　
　募集期限：5月11日㈪〈必着〉
▪定募集家庭数：6家庭
▪他・▪問申込方法など詳しく

は、国際課（☎537-5719）
へ。

高齢者ファミリー・サポート・
センター援助会員募集
　高齢者に対して、部屋の掃除や食事
の準備などの家事援助を行う人を募集
します。
▪内報酬：1時間当たり600～700円の有

償ボランティアです。
※援助会員になるには、2日間の講習
（無料）の受講が必要です。次回講習

会は6月8日㈪と普通救命講習（別日
程）です。
▪申期限：5月22日㈮
▪問高齢者ファミリー・サポート・セン

ター（長寿福祉課内）〈☎538-3180〉

旧校舎アトリエを利用しませんか
　閉校した小学校を活用したアトリエ
を、アーティストの制作活動などの場
として貸し出しています。90日間のお
試し期間（無料）もあります。
▪場おおじゅうきアートスタジオ（旧大

志生木小学校）、ななせアートスタジ
オ（旧野津原中部小学校）
▪対アトリエの地域への公開や作品展示、

ワークショップなどを実施できる人
▪申期限：6月19日㈮
▪問文化振興課（☎537-5663）

スポーツ推進審議会の委員募集
▪対市内に居住する満18歳以上で、平日

昼間の会議に参加できる人（年2回
程度開催予定）　※国・地方公共団体
の議員は除く。
▪定募集人数：3人以内
▪申期限：6月19日㈮
▪他・▪問任期は8月20日㈭から2年間です。

選考方法や申込方法など詳しくは、
スポーツ振興課（☎537-5979）へ。


